
 

札幌市公文書管理条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準 

 

平成２５年６月２６日 

行政部長決裁 

 

令和４年 月 日一部改正 

恣意的 

札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号。以下「条例」という。）第１７

条に基づく特定重要公文書の利用の請求（以下「利用請求」という。）に対する処分

に係る審査基準は、次のとおりとする。 

 

第１ 審査の基本方針 

  審査においては、「市政上重要な公文書の保存及び利用を図ることにより、市民

との情報共有を進めるともに、現在及び将来にわたり市の説明責任を全うし、もっ

て効率的で、公正かつ透明性の高い行政運営を確保すること及び市民が主体となっ

たまちづくりの推進に寄与する」という条例の目的に鑑み、利用制限は必要最小限

とする。 

 

第２ 条例第１７条第２項第１号に基づく利用制限並びに同条第３項に基づく時の

経過の考慮及び実施機関の意見の参酌について 

利用請求に係る特定重要公文書に記録されている情報が、条例第１７条第２項

第１号に規定する情報（以下「利用制限情報」という。）に該当するかどうかの

判断は、利用決定等を行う時点における状況を勘案し、下記の１から５に基づい

て行う。 

また、その判断に際し、同条第３項に基づき「時の経過を考慮する」に当たっ

ては、個人、法人等の権利利益や公共の利益を保護する必要性は、時の経過やそ

れに伴う社会情勢の変化に伴い、失われることもあり得ることから、国際的な慣

行である「30 年ルール」（利用制限は原則として作成又は取得されてから 30 年を

超えないものとする考え方）を踏まえるものとする。 

なお、同項に定める実施機関の意見の「参酌」とは、実施機関の意見を尊重し、

利用制限事由の該当性の判断において適切に反映させていくことを意味するも

のであり、最終的な判断は市長に委ねられている。 

１ 個人に関する情報（条例第１７条第２項第１号ア）について 

 ⑴ 「個人に関する情報」とは、思想、信条、心身の状況、病歴、学歴、成績、

職歴、氏名、住所、電話番号、家族状況、親族関係、所得、財産等個人に関す

る全ての情報をいう。 

⑵ 「事業を営む個人の当該事業に関する情報」については、本号から除き、本

号イの規定により判断する。 

ただし、事業を営む個人に関する情報であっても、当該事業とは直接関係の
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ない情報は、本号により特定重要公文書の利用を制限するかどうかの判断を行

うものとする。 

  ⑶ 「特定の個人を識別することができる」とは、当該情報に含まれる氏名、住

所、生年月日その他の記述等により、他の者と区別された特定の個人が明らか

に識別され、又は識別される可能性がある場合をいう。 

⑷ 「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができること

となるもの」とは、その情報自体からは特定の個人を識別することはできない

が、当該情報と他の情報とを照合することにより、特定の個人を識別すること

ができることとなる情報をいう。 

⑸ 「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人

の権利利益を害するおそれがあると認められるもの」とは、カルテ、反省文な

ど個人の人格と密接に関わる情報や未公表の著作物等で、個人識別性のある部

分を除いたとしても、利用させることにより、なお個人の権利利益を害するお

それがあるものをいう。 

⑹ 「法令若しくは他の条例の規定により」「公にされ、又は公にすることが予

定されている情報」とは、法令若しくは他の条例の規定により何人でも閲覧す

ることができると定められている個人に関する情報をいう。 

なお、法令若しくは他の条例に何人でもと規定されていても、請求の目的等

が制限されている場合（例：住民基本台帳法第１１条第１項に対する同条第３

項）や、閲覧を利害関係人のみに限り認めているものは、実質的には何人にも

閲覧を認めるという趣旨ではないと解されるので、この規定には該当しない。 

⑺ 「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」とは、一

般に公表されている、又は公表することが予定されている情報であり、これを

公にしても、一般に個人のプライバシーを侵害するものではないと認識される

情報又は個人のプライバシーを侵害するおそれがあるとしても、受忍すべき範

囲内にとどまると考えられるものをいう。 

例えば、被表彰者の氏名、市主催で行われる懇談会等に出席した相手方の職、

氏名などがこれに当たるものである。その他この情報に該当するものとしては、

次のようなものがある。 

 ア 公表することを目的として作成された情報 

イ 当該個人が公表されることについて了承し、又は公表されることを前提と

して提供した情報 

ウ 個人が自主的に公表した資料等から何人でも知り得る情報 

エ 従来から慣行上公表している情報であって、公表しても社会通念上個人の

プライバシーを侵害するおそれがないと認められるもの 

⑻ 「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であ

ると認められる情報」とは、人の生命等に対する危害又は侵害の未然防止、拡

大防止又は再発防止のため、利用に供することが必要であると認められる情報

をいう。 

⑼ 「公務員等（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律



 

第４２号）第５条第１号ハに規定する公務員等をいう。）」の範囲は次のとおり

である。 

 ア 国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定する国家

公務員(他の法律の規定により国家公務員とされている者のうち、(ｲ)の独

立行政法人等の役員及び職員に該当するものを除く。) 

イ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１

４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等の役員及び職員 

ウ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員 

エ 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条に規定する地方

独立行政法人の役員及び職員 

なお、出資団体等の役員及び職員は「公務員等」には含まれず、その職務

の遂行に係る情報を本号により利用制限とするか否かは、当該団体の業務の

公共性等を考慮し、本号(ｱ)の「慣行として公にされ、又は公にすることが

予定されている情報」に該当するか否かにより判断することになる。 

⑽ 「職務の遂行に係る情報」とは、職務の遂行に当たった当該公務員等の職、

氏名及び当該職務の遂行の内容に係る情報をいう。 

  したがって、公務員等が受ける勤務評定、懲戒処分、分限処分その他の行政

措置は、当該公務員等にとっては、職務に関する情報ではあっても、「その職

務の遂行に係る情報」には該当しない。 

⑾ 「当該情報が当該公務員等の思想信条に係るものである場合で、公にするこ

とにより、当該公務員等の個人としての正当な権利を明らかに害すると認めら

れるとき」とは、例えば、行政内部での意見交換等の記録の中に発言者である

公務員等個人の思想信条に密接に関連する情報が含まれる場合等をいい、この

ような場合には、当該情報を例外的に利用させる情報から除くこととする。 

⑿ 「30 年ルール」を踏まえ、特定重要公文書に記録されている個人に関する情

報については、作成又は取得の日から 30 年以上の一定の期間が経過し、個人

の権利利益を害するおそれがあると認められなくなった時点で利用制限情報

に該当しないと判断することとなるが、個人の権利利益を害するおそれがある

かについて検討を行う際の「一定の期間」の目安については、別表のとおりと

する。 

 ２ 法人等に関する情報（条例第１７条第２項第１号イ）について 

 ⑴ 「法人その他の団体」とは、法人のほか、自治会、商店会、消費者団体等で

あって、法人格を有しないが当該団体の規約及び代表者の定められているもの

をいう。 

  ⑵ 「事業を営む個人」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条

の２第８項から第１０項までに掲げる事業を営む個人のほか、農業、林業等を

営む個人をいう。 

  ⑶ 「当該事業に関する情報」とは、事業内容、事業用資産、事業所得など事業

活動に直接関係する情報をいい、当該事業活動と直接関係のない個人に関する



 

情報は、本号には該当せず、本号アの規定により判断することとなる。 

  ⑷ 「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であ

ると認められる情報」とは、人の生命等に対する危害又は侵害の未然防止、拡

大防止又は再発防止のため、利用に供することが必要であると認められる情報

をいう。 

⑸ 「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害すると認められるもの」とは、次のような情報をいう。 

   ア 生産技術、営業、販売上のノウハウに関する情報であって、公開すること

により、法人等又は事業を営む個人の事業活動を害すると認められるもの 

イ 経営方針、経理、人事等の事業活動を行う上での内部管理に属する情報で

あって、公開することにより、法人等又は事業を営む個人の事業活動を害

すると認められるもの 

ウ その他公にすることにより、法人等又は事業を営む個人の名誉、社会的評

価、社会的活動の自由等が損なわれると認められるもの 

なお、具体的にどのような情報が本号(ｱ)に該当するかは、法人等（又は

個人の営む事業）の種類、性質等により異なり得る。 

⑹ 「実施機関の要請を受けて」とは、文書、口頭を問わず、実施機関から当該

情報を提供してほしい旨の依頼があった場合をいう。したがって、法人等又は

事業を営む個人が、自発的に実施機関に提供した場合等は、これには含まれな

い。 

⑺ 「公にしないとの条件」とは、実施機関の側から公にしないとの条件で情報

の提供を申し入れた場合も、法人等又は事業を営む個人の側から公にしないと

の条件を付すことを申し出た場合も含まれるが、いずれの場合も双方の合意に

より成立するものである。また、条件を設ける方法としては、黙示的なものも

含まれる。 

⑻ 「任意に提供された情報」とは、法令等の根拠に基づかず、相手方の協力等

により提供された情報をいい、法令等により提出義務がある情報は含まれない。 

⑼ 「当時の状況等に照らして」とは、当該条件が付された時点における諸般の

事情を考慮して判断することを基本とするが、必要に応じて、その後の期間の

経過や状況の変化を考慮することとする。 

 ３ 公共の安全等に関する情報（条例第１７条第２項第１号ウ）について 

⑴ 「人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護」とは、公共の安全と秩序

の維持の観点から、人の生命、身体、財産又は社会的な地位を犯罪の危害等か

ら保護することをいう。 

⑵ 「犯罪の予防」とは、刑事犯、行政犯であるとを問わず、犯罪行為の発生を

未然に防ぐことをいう。 

⑶ 「犯罪の捜査」とは、公訴の提起及び遂行のため被疑者を発見し、身柄を保

全し、また、証拠を収集し、保全する活動をいう。 

⑷ 「その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められ



 

る情報」とは、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めら

れる次のような情報をいう。 

ア 犯罪の捜査等の事実又は内容に関する情報 

イ 犯罪の捜査等の手段、方法等に関する情報 

   ウ 情報提供者、被疑者、捜査員等関係者に関する情報 

   エ 犯罪目標となることが予想される施設の所在や警備の状況等に関する情

報 

 ４ 事務・事業に関する情報（条例第１７条第２項第１号エ）について 

⑴ 「監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関する情報」については、監査

等の終了後であっても、例えば、違反事例等の詳細を公にすることにより、他

の行政客体に法規制を免れる方法を示唆することになるものは、利用を制限す

る。 

⑵ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は独立

地方行政法人に係る事業については、企業経営という事業の性質上、その正当

な利益を保護する必要があり、これを害するおそれがあるものは利用を制限す

る。 

  ただし、「企業経営上の正当な利益」の内容については、経営主体、事業の

性格及び内容等に応じて判断する必要があり、その範囲は、本号イの法人等に

関する情報と比べて、より狭いものとなる場合があり得る。 

 ５ 法令秘情報（条例第１７条第２項第１号オ）について 

  ⑴ 「法令」とは、法律及び政令、府令、省令、その他国の機関が定めた命令を

いう。 

⑵ 「実施機関が法律上従う義務を負う国の機関の指示等」とは、自治事務及び

法定受託事務に係る国の行政機関又は北海道の機関からの是正の要求、指示等

で実施機関を法的に拘束するものをいう。 

⑶ 「公にすることができないと認められる情報」とは、法令又は他の条例によ

り明らかに公にすることができないと定められている情報のほか、法令又は他

の条例の趣旨、目的から当然に公にすることができないと認められる情報も含

まれる。 

 

第３ 寄贈・寄託者の意向に基づく利用制限（条例第１７条第２項第２号）について 

本号に規定する「一定の期間」は、公にすると何らかの支障を生ずるおそれがあ

る有期の期間をいい、公にしないことを無期限に約束するものではない。 

 

第４ 原本の破損・汚損のおそれがある場合の利用制限（条例第１７条第２項第３号）

について 

１ 「特定重要公文書の原本」とは、受入れから、保存に必要な措置、目録の作成

及び排架を経て、当該特定重要公文書を一般の利用に供することを開始した段階



 

において記録されていた情報、材質、形態により原秩序を構成するものをいう。 

２ 「原本を破損し、若しくは汚損するおそれがある場合」とは、水濡れ等による

固着、虫損、酸性劣化、変色、退色その他の要因により、通常の利用に供した場

合、当該特定重要公文書に記録されていた情報、材質、形態についてその原秩序

の維持に支障が生じる可能性がある場合をいう。 

なお、合理的な費用及び時間で原本の修復を行うことが可能である場合は、利

用を制限せず、適切な期間をおいて利用させるものとする。 

ただし、原本を通常の利用に供することにより、法令の規定による管理責務を

遂行することに困難を生じる蓋然性が高いもの、例えば国の重要文化財に指定さ

れているもの及びそれに準ずるものについては、その原本の利用を制限するもの

とする。 

３ 「原本を現に使用している場合」とは、利用請求に係る当該特定重要公文書の

原本が、劣化防止など保存のための措置、代替物の作成、展示（他機関への貸出

しを含む。）、他の利用請求者による利用等の合理的な理由により使用されている

期間など、直ちに当該利用請求に応じることができない場合をいう。 

 

第５ 条例第１７条第４項に規定する部分利用について 

１ 「容易に区分して除くことができるとき」とは、利用請求に係る特定重要公文

書から利用制限情報に係る部分とそれ以外とを区分し、かつ、利用制限情報に係

る部分を物理的に除くことが、当該特定重要公文書の保存状況や利用制限情報の

記録状態、部分利用をさせるための複写又は複製物の作成の時間、労力、費用等

から判断して過度の負担を要せずに行うことができるときをいう。 

  なお、特定重要公文書については、条例第１４条第１項において、永久に保存

することが求められており、その利用についても当該文書の永久保存を確保する

範囲内にとどまる。 

  したがって、利用制限情報に係る部分を除くことが、複写機で作成した複写物

に墨を塗り再複写するなどにより可能であり、一般的には容易であっても、特定

重要公文書の劣化が進んでいる場合には当該文書の破損を防ぐため利用を制限

する場合がある。 

２ 本項ただし書は、利用請求に係る特定重要公文書から利用制限情報に係る部分

を区分して除くと、残りの部分に記録されている情報が無意味な文字、数字等の

羅列となる場合などであって、利用請求者がそのような情報を求めていないこと

が明らかである場合等には、部分利用をさせないこととすることを定めたもので

ある。 

 

第６ 条例第１８条に規定する本人情報の取扱いについて 

個人識別情報は利用制限情報に該当する（条例第１７条第２項第１号ア）が、当

該情報の本人が利用請求をした場合については、その例外として、条例第１８条の



 

規定に基づき取り扱う。なお、仮に当該情報が「本人に係る個人識別情報」である

ことに加え、「本人以外の個人（第三者）に係る個人識別情報」でもある場合を含

め、条例第１７条第２項各号に掲げられた場合にも該当する場合には、同条の規定

により判断することとなる。 

 



 

別表 30 年を経過した特定重要公文書に記録されている個人に関する情報につい

ての利用制限期間の目安 

特定重要公文書に 

記録されている情報 

一定の期間 

（目安） 

該当する可能性のある 

情報の類型の例（参考） 

個人に関する情報であって、一定の期間

は、当該情報を公にすることにより、当

該個人の権利利益を害するおそれがあ

ると認められるもの 

50 年 ア 学歴又は職歴 

イ 財産又は所得 

ウ 採用、選考又は任免 

エ 勤務評定又は服務 

オ 人事記録 

カ 市と私人の争い 

キ 健康状態（50 年を超える期間利用

を制限すべき特段の理由が無いもの） 

重要な個人に関する情報であって、一定

の期間は、当該情報を公にすることによ

り、当該個人の権利利益を害するおそれ

があると認められるもの 

80 年 ア 国籍出生、身分、人種又は民族 

イ 家族、親族又は婚姻 

ウ 信仰 

エ 思想 

オ 感染性の疾病、身体の障害その他

これらに類するの健康状態 

カ 刑法等の犯罪歴（罰金以下の刑） 

キ 生活困窮 

ク 法令等に規定される本人確認書類 

重要な個人に関する情報であって、一定

の期間は、当該情報を公にすることによ

り、当該個人又はその遺族の権利利益を

害するおそれがあると認められるもの 

110年を超え

る適切な年 

ア 刑法等の犯罪歴（禁錮以上の刑） 

イ 犯罪被害者 

ウ 戸籍、門地等の公的証書 

イ 重篤な遺伝性の疾病、精神の障害

その他の健康状態 

140 年 ア 重篤な遺伝性の疾病、精神の障害

その他これらに類する健康状態 

（備考） 

１ 本別表に示す「一定の期間」とは、個人の権利利益を害するおそれがある個人に関する情報につ

いて、利用制限すべきかについて検討を行う期間の目安を参考として示したものである。 

２ 特定重要公文書に記録されている個人に関する情報の利用を制限する期間については、「一定の

期間」を目安としつつ、当該情報の具体的性質や記録された当時の状況、現在の社会の受け止め方

等を総合的に勘案して個別に検討し、最終的な判断を行うものとする。また、この検討の結果とし

て適切と判断される場合は、「一定の期間」を超える期間を利用制限期間とすることも可能とする。 

３ 本「一定の期間」の起算日は、当該情報が記録されている特定重要公文書が作成又は取得された

日の属する年度の翌年度の４月１日とする。 

２４ 「該当する可能性のある情報の類型の例」とは、この本別表の左欄にいう「個人に関する情報」

又は「重要な個人に関する情報」にそれぞれ該当する可能性のある一般的な情報の類型を例示した



 

ものであって、特定重要公文書に記録されている情報がこの本別表のいずれに該当するかについて

は、当該情報の具体的性質、や当該情報が記録された当時の状況、現在の社会の受け止め方等を総

合的に勘案して個別に判断するものとする。 

３ 「犯罪歴」には、犯罪の被害者の情報を含み、「一定の期間」は 110 年を目途とする。 

４ 「重篤な遺伝性の疾病、精神の障害その他の健康状態」についての判断に当たっては、疾病の程

度、医療の状況及び疾病に対する社会の受け止め方等を考慮し、「一定の期間」は 140 年を目途と

する。 

 


